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ベ
ト
ナ
ム
村
落
の
形
成

!ー
ー
村
落
共
有
国
H
コ
ン
デ
ィ
ヱ
ン
制
の
史
的
展
開

高

回

洋

子

(

一

)

一
九
六
五
年
か
ら
一

O
年
に
及
ん
だ
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ト
ナ
ム
軍
事
介
入
は
、

日
本
の
ベ
ト
ナ
ム
研
究
に
重
要
な
務
化
合
-
-
も
た
ら
し
た
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
ベ
ト
ナ
ム
研
究
は
「
東
洋
史
皐
」
の
皐
問
的
蓄
積
の

う
え
に
漢
文
史
料
の
渉
獄
・
解
讃
を
得
意
と
す
る
停
統
を
特
徴
と
し
た
が
、
超

大
圏
ア
メ
リ
カ
に
制
到
す
る
ベ
ト
ナ
ム
民
族
解
放
闘
争
に
鮪
表
さ
れ
た
新
し
い
研

究
者
た
ち
は
、
ベ

ト
ナ
ム
民
族
の
濁
自
性
と
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
解
明
に

深
い
ま
な
ざ
し
を
注
ぎ
始
め
た
。
本
書
の
著
者
で
あ
る
襖
井
氏
の
一
連
の
研
究

を
は
じ
め
、
ベ
ト
ナ
ム
研
究
の
活
性
化
は
そ
の
よ
う
な
時
代
の
産
物
で
あ
る
。

本
書
は
、
ベ
ト
ナ
ム
前
近
代
史
研
究
に
新
し
い
地
卒
を
拓
い
た
力
作
で
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
村
落
共
同
値
は
、
一
九
六

0
年
代
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
争
の

な
か
で
世
界
的
に
注
目
を
浴
び
た
が
、
ベ
ト
ナ
ム
現
代
史
に
お
い
て
も
、
「
村

落
」
は
常
に
重
要
な
歴
史
設
展
の
役
割
を
揚
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
例
え
ば
一
九

五
0
年
代
の
北
部
の
農
地
解
放
に
お
け
る
村
落
共
有
地
の
分
配
、
あ
る
い
は
六

0
年
代
北
部
の
農
業
の
祉
曾
主
義
化
H
合
作
祉
化
の
成
功
、
ま
た
抗
併
・
抗
米

戦
争
に
お
け
る
村
落
民
衆
の
自
衛
力
・
組
織
力
は
人
民
戦
争
を
戦
い
抜
く
基
盤

で
あ
っ
た
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
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本
書
は
、
こ
う
し
た
ベ
ト
ナ
ム
村
落
の
「
結
合
力
」
が
歴
史
的
に
い
か
に
形

成
さ
れ
た
か
を
、
公
田
制
の
餐
蓬
を
遁
し
て
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
五

世
紀
に
圏
家
権
力
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
公
団
は
、
中
央
の
政
治
的
混
凱
の
時

代
を
経
て
村
落
に
よ
る
自
己
管
理
を
強
め
ら
れ
、
一
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
に

村
落
共
有
化
さ
れ
た
。
園
家
の
支
配
・
行
政
上
の
目
的
か
ら
再
編
さ
れ
た
割
替

制
共
有
国
i
|
公
団
制
が
「
村
落
自
治
世
」
の
「
共
同
態
性
の
核
」
に
努
賀
し

て
い
く
、
そ
の
歴
史
的
設
展
過
程
を
祉
曾
経
済
的
規
熱
か
ら
解
明
す
る
こ
と
が

本
書
の
主
題
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
一
九
七
三
年
か
ら
八
一
年
に
か
け
て
褒
表
さ
れ
た
十
一
の
論

文
を
中
心
に
し
て
、
研
究
史
を
周
到
に
ま
と
め
た
序
章
、
お
よ
び
各
章
を
簡
潔

に
要
約
し
た
結
語
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
各
章
の
見
出
し
は
次
の
と
お
り
で
あ

る。

序

章

第
一
章

第
二
一
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章
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ベ
ト
ナ
ム
村
落
共
有
国
の
周
透

洪
徳
均
回
例
の
分
析

中
世
ベ
ト
ナ
ム
村
落
敷
の
研
究

永
盛
均
回
例
の
研
究

永
盛
均
回
例
の
周
漫

家
朝
下
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
農
業
災
害
の
分
析

一
九
世
紀
初
期
ベ
ト
ナ
ム
村
落
内
土
地
占
有
紋
況
の
分
析

|
|
嘉
隆
四
年
山
南
下
銀
地
簿
を
中
心
に
し
て
|
|

一
八
世
紀
お
よ
び
一
九
世
紀
初
頭
紅
河
デ
ル
タ
に
お
け
る
流
散

村
落
の
研
究

一
九
世
紀
初
期
ベ
ト
ナ
ム
村
落
内
土
地
占
有
紋
況
の
分
析
再
論

|
|
グ
エ
ン
・
ド
ク
タ
・
ギ
ン
の
四
論
文
の
紹
介
と
批
判
お
よ

び
山
南
下
銀
に
お
け
る
展
開
1

1

第
九
章
嘉
隆
均
回
例
の
研
究

第
十
章
明
命
均
回
例
の
周
逸

第
十
一
章
程
田
制
の
研
究

|
|
一
九
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
兵
士
職
田
の
成
立
|
|

結

語

巻
末
の
索
引
・
忠
告
考
文
献
目
録
を
ふ
く
み
金
五
六

0
ペ
ー
ジ
を
こ
す
大
著
の

た
め
、
そ
の
内
容
を
網
羅
的
に
紹
介
す
る
こ
と
は
紙
幅
の
制
限
上
無
理
で
あ

る
。
ま
た
評
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
の
ベ
ト
ナ
ム
社
曾
経
済
史
を
専
門

と
し
て
い
る
。
主
と
し
て
漢
文
史
料
に
基
づ
い
て
ベ
ト
ナ
ム
前
近
代
社
禽
を
考

察
す
る
本
書
を
、
評
者
が
巌
密
に
批
評
す
る
能
力
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
黙
は
汲
め
お
断
わ
り
し
て
、
評
者
の
誤
解
や
理
解

の
不
十
分
な
黙
に
つ
い
て
の
ご
寛
恕
を
乞
い
た
い
。
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で
は
、
本
書
の
内
容
を
、

ω序
章

ω第
一
章
・
第
二
章

ω第
三
章
・
第

四
章

ω第
五
章
J
第
八
章
伺
第
九
章
J
第
十
一
章
の
五
つ
に
ま
と
め
、
=

メ
ン
ト
を
提
示
す
る
。

ω序
章
で
は
、
ま
ず
「
ベ
ト
ナ
ム
村
落
」

.を
あ
つ
か
っ
た
従
来
の
諸
研
究
が

著
者
の
関
心
に
そ
っ
て
紹
介
・
整
理
さ
れ
る
。
フ
ラ
γ
ス
植
民
地
時
代
の
研
究

を
は
じ
め
、
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ベ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
園
に
お
け

る
代
表
的
業
績
と
主
要
な
論
争
黙
が
簡
明
に
ま
と
め
ら
れ
、
見
事
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
に
は
村
落
が
フ
ラ
ン
ス
支
配
の
末
端
行
政
機
構
に
位

置
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
代
の
研
究
は
、
鉄
黙
を
ふ
く
む
面
も
あ
る
が
何
よ
り

も
賓
態
調
査
に
基
づ
い
て
お
り
、
ベ
ト
ナ
ム
村
落
研
究
に
基
本
素
材
を
提
供
し

て
い
る
。
著
者
の
考
え
で
は
、
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
研
究
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は
ベ
ト
ナ
ム
村
落
の
「
共
同
鐙
性
の
内
容
と
許
債
」
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た

が、

若
干
の
例
外
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
新
資
料
の
後
婦
や
村
落
祉
曾
-調
査
が

困
難
で
あ
る
な
ど
の
資
料
上
の
制
約
が
大
き
く
作
用
し
て
観
念
論
に
終
始
し
て

お
り
、
結
局
は
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
の
業
績
に
お
よ
ば
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
史
皐
界
に
お
け
る
村
落
史
研
究
の
紹
介

で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
社
舎
主
義
建
設
に
貢
献
を
す
る
「
共
同
値
の
歴
史

的
位
置
付
け
を
め
く
る
」
研
究
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
全
般
と
し
て
ベ
ト
ナ
ム

で

は
前
近
代
社
舎
の
停
滞
論
は
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
祉
舎
設
展
の
原
動
力
と

し
て
村
落
構
成
員
の
主
櫨
性
が
許
領
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
小
宇
宙
と
し
て

村
務
を
描
く
ミ
ュ
ス

・
テ
ー
ゼ
|
|
欧
米
の
研
究
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
ー
ー

と
異
な
っ
て
前
植
民
地
図
家
と
村
落
の
関
係
を
章
一蹴
す
る
傾
向
が
あ
る
な
ど
の

特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
で
過
度
の
政
治
主
義
の
弊

害
や
、
村
落
祉
舎
調
査
が
生
か
さ
れ
な
い
ま
ま
文
献
研
究
に
依
存
す
る
方
法
論

上
の
問
題
な
ど
を
、
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
、
ベ
ト
ナ
ム
公
田
制
も
し
く
は
村
落
共
有
国
に
関
す
る
従
来
の
研
究
が

ま
と
め
ら
れ
る
。

一
九
位
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
人
オ
リ
l
は、

首
時
北
部
ベ

ト
ナ

ム
に
残
存
し
て
い
た
公
団
の
三
つ
の
基
本
的
な
特
徴
と
し
て
「
村
落
の
共
同
所

有

・
不
可
譲
渡
・
登
録
村
民
聞
の
剖
替
」
を
指
摘
し
た
。
そ
の
一
方
で
人
文
地

理
皐
者
グ
l
ル
ー
は
紅
河
デ
ル
タ
の
村
落
に
お
け
る
公
団
制
の
多
様
性
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
著
者
は
ヴ
l

・
ヴ
ァ
ン

・
ヒ
エ
ソ
に
よ
る
研
究
成
果

を
公
田
制
研
究
の
最
も
総
系
的
な
「
最
高
の
古
典
」
と
し
て
紹
介
す
る
。
ヒ
エ

ン
に
よ
れ
ば
、

①
公
団
制
度
は
図
家
に
よ
っ
て
一
四
二
八
年
に
創
設
さ
れ
、

②

一
五
位
紀
を
通
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
③
一
八
世
紀
に
改
正
さ
れ
て

村
落
が
管
理
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
④
一
九
世
紀
の
明
命
期
に
再
び
園
家
が

統
制
を
加
え
よ
う
と
し
た
が
、
質
際
に
は
村
落
の
郷
職
に
よ
る
不
正
濫
用
を
押

え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
著
者
は
、
「
ヒ
エ
ン
の
公
団
制
度
の
歴

史
と
は
、
貧
民
救
済
・
村
落
安
定
の
た
め
に
園
家
に
よ
っ
て
村
落
に
そ
の
用
金

権
を
委
譲
さ
れ
た
公
田
が
、
村
落
郷
職
の
手
に
よ
っ
て
私
物
化
さ
れ
る
歴
史
で

あ
る
。」
と
述
べ
、
政
治
的
危
機
の
訪
れ
た
一
九
三

0
年
代
に
「
村
落
の
ボ
ス

支
配
」
を
排
除
し
公
団
制
の
本
来
的
な
運
営
を
復
活
さ
せ
て
植
民
地
政
聴
に
農

民
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
的
立
場
が
、
ヒ
エ
ン
の
研
究
に

色
波
く
反
映
し
て
い
る
、
と
批
判
す
る
。

六

0
年
代
の
ベ
ト
ナ
ム
歴
史
墜
界
で
は
、
公
団
制
は
封
建
制
の
遺
物
で
あ
っ

て
村
落
は
園
家
の
搾
取
機
構
と
す
る
の
が
一
般
的
見
解
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
七

0
年
代
以
降
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
争
の
活
設
化
に
と
も
な
っ
て
、
村
落

・

公
田
制
の
研
究
は
著
し
く
進
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
役
村
共
同
鐙
の
基
礎
と
し
て

の
「
(
村
落
共
有
国

H
)
公
団
制
」
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
を
「
氏
族
共
同
鐙
が

封
建
小
農
社
舎
に
設
展
す
る
過
渡
期
の
形
態
」
で
あ
る
と
と
ら
え
、
む
し
ろ
そ

の
集
園
主
義
を
積
極
的
に
評
債
し
て
「
祉
曾
主
義
建
設
の
強
力
な
基
盤
」
と
考

え
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
ま
た
、
封
建
園
家
を
公
団
農
民
に
敵
制
到
す
る
も
の
と

認
識
す
る
鮎
で
先
の
ヒ
エ
ン
と
決
定
的
に
遠
う
、
と
強
理
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

ベ
ト
ナ
ム
村
落
共
有
国
H
公
団
は
原
始
共
産
制
の
遺
制
で
は
な
い

と
す
る
の
が
著
者
の
持
論
で
あ
る
。
著
者
は
ベ
ト
ナ
ム
公
団
の
割
替
制
に
着
目

し
、
ま
ず
こ
れ
を
東
・
東
南
ア
ジ
ア
稲
作
社
舎
に
見
ら
れ
る
割
替
制
と
比
較
検

討
し
位
置
付
け
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
諸
地
域
の
割
替
制
共
有
国
は
、
①
原
生
的

割
替
制
(
焼
畑
遺
制
と
し
て
の
自
生
的
水
田
劉
替
制
)
、
②
領
主
制
下
の
割
替

制
(
村
落
内
・
外
の
権
力
に
よ
る
中
世
的
強
制
)
、
③
近
世
日
本
の
割
替
制
(
封

建
小
農
の
自
立
的
主
鎧
的
慣
行
)
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
職

藤
田
を
ふ
く
み
、
し
か
も
均
等
割
替
制
の
原
則
が
溺
れ
て
い
な
い
こ
と
、
村
落

の
占
有
権
が
強
力
で
農
民
的
土
地
所
有
が
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
②

-154ー
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の
形
態
に
近
い
と
さ
れ
る
。
し
か
も
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
園
家
的
土
地
所
有
と
そ

の
共
同
占
有
の
原
則
が
長
期
に
わ
た
っ
て
保
持
さ
れ
た
た
め
、
村
落
の
主
慢
性

が
設
展
す
る
に
つ
れ
て
現
貧
と
の
ず
れ
が
生
じ
、
園
家
の
公
団
・
劉
替
規
定
が

繁
化
し
た
。
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
著
者
は
、
ベ
ト
ナ
ム
史
上
の
諸
均
回

例
に
表
わ
れ
る
そ
れ
ら
の
努
化
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
村
落
の

自
立
性
抜
大
の
プ
ロ
セ
ス
を
逆
照
射
し
、
明
ら
か
に
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え

る
。
こ
こ
に
本
書
の
方
法
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

。ベ
ト
ナ
ム
の
研
究
者
に
よ
る
「
ド
ン
ソ
ン
期
以
来
の
村
落
共
同
鐙
の
共
有
国

の
存
在
」
、
お
よ
び
公
団
制
の
始
源
を
そ
の
園
家
的
所
有
へ
の
移
行
と
す
る
見

解
は
李
陳
朝
時
代
の
土
地
制
度
の
推
定
お
よ
び
ベ
ト
ナ
ム
で
初
め
て
施
行
さ
れ

た
順
天
均
田
例
(
一
四
二
八
年
〉
の
分
析
を
と
お
し
て
次
に
否
定
さ
れ
る
。

著
者
の
考
え
で
は
、
李
陳
朝
時
代
の
土
地
は
公
団
(
H
H
王
窒
か
所
有
す
る
籍

回
・
園
庫
回
、
世
銭
的
俸
給
回
で
あ
る
研
万
国
)
と
民
田
(
私
田
H
個
人
の
占

有
が
認
め
ら
れ
寅
寅
可
能
な
土
地
、
回
庄
H
王
侯
貴
族
が
開
拓
し
奴
稗
に
耕
作

さ
せ
る
〉
に
分
か
れ
、
前
者
が
主
た
る
園
家
財
政
の
基
盤
で
あ
っ
た
。
史
料
に

よ
れ
ば
、
順
天
均
回
例
の
給
田
劉
象
地
は
、
波
牧
さ
れ
た
前
代
の
回
庄
、
陳
朝

王
室
の
官
回
庄
及
び
中
園
明
の
支
配
下
に
あ
っ
て
荒
廃
し
た
無
主
、
漏
籍
の
回

で
あ
っ
た
。
著
者
は
領
主
的
・
田
庄
的
な
土
地
所
有
の
展
開
の
な
か
か
ら
ベ
ト

ナ
ム
公
団
制
|
|
共
同
程
的
土
地
占
有
が
設
展
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

順
天
均
回
例
は
、
腸
農
兵
士
や
官
吏
に
職
藤
田
を
輿
え
る
目
的
を
も
っ
た

が
、
一
般
人
に
も
土
地
を
分
給
し
た
。
絵
図
は
府
豚
官
の
指
揮
を
う
け
た
祉
官

層
が
行
な
い
、
永
績
的
な
個
人
占
有
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
公
団
の
割
替
制
・
不
可

譲
渡
性
の
規
定
が
あ
る
他
、
課
税
固
と
し
て
の
性
格
も
明
確
で
あ
り
、
後
の
公

回
制
の
属
性
が
全
て
原
則
と
し
て
含
ま
れ
た
と
い
う
。

ω田
庄
制
度
の
接
大
に
よ
る
危
機
打
開
策
と
し
て
公
布
さ
れ
た
の
が
、
洪
徳

均
田
例
(
一
四
八
六
年
〉
で
あ
っ
た
。
第
一
一
軍
は
、
園
家
の
公
田
支
配
規
定
の

強
さ
を
洪
徳
均
回
例
を
素
材
と
し
て
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
祉
を

統
括
す
る
祉
官
は
人
了
把
握
の
基
礎
で
あ
る
簿
や
田
簿
を
作
成
し
た
が
、
公
団

の
分
給
と
割
替
強
制
は
中
央
か
ら
仮
遣
さ
れ
た
地
方
官
が
執
り
行
う
と
定
め
ら

れ
た
。
給
田
の
持
ち
分
を
決
定
す
る
等
階
は
詳
細
に
一
示
さ
れ
、
圏
家
秩
序
の
村

落
内
へ
の
導
入
数
果
を
も
っ
た
と
著
者
は
推
察
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
公
団
祉
の
他
に
成
立
事
情
の
遠
い
に
よ
っ
て
私
回

祉
が
-存
在
し
、
こ
の
私
回
祉
に
公
団
を
含
む
村
落
も
あ
っ
た
。
私
回
祉
の
公
回

は
公
団
社
と
同
じ
く
六
年
に
一
回
分
給
さ
れ
て
図
租
が
徴
牧
さ
れ
る
が
、
府
賑

官
の
介
入
を
示
す
規
定
が
な
く
、
著
者
は
分
給
が
村
落
に
任
さ
れ
た
可
能
性
も

あ
る
と
し
て
い
る
。
但
し
残
念
な
こ
と
に
史
料
が
乏
し
く
、
公
団
や
私
回
の
寅

際
の
匡
別
や
雨
者
の
比
率
、
公
団
の
分
給
が
農
民
の
生
存
補
償
機
能
を
果
た
し

え
た
の
か
否
か
な
ど
に
不
明
な
黙
も
多
い
。

と
も
あ
れ
)
洪
徳
均
回
例
に
み
ら
れ
る
公
団
制
は
「
賜
回
や
世
業
回
を
得
ら

れ
な
い
四
品
以
下
の
官
員
と
そ
の
家
族
に
、
俸
給
の
一
部
と
し
て
公
団
を
分
給

耕
作
さ
せ
、
同
時
に
納
税
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
一
五
世
紀

の
園
家
の
田
と
し
て
の
「
公
団
」
が
強
調
さ
れ
る
。

第
二
章
で
は
、
法
令
の
寅
数
性
を
村
落
数
の
愛
化
と
の
関
連
で
考
察
し
て
い

る
。
公
団
制
の
皐
位
と
し
て
の
「
祉
」
は
禦
朝
初
期
に
従
来
の
郷
・
洞
・
莱
な

ど
の
村
洛
を
改
編
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
明
命
時
代
に
関
接
統
治

を
行
な
っ
て
い
た
タ
l
ィ
、
ム
オ
ン
、
タ
イ
族
の
居
住
匡
や
一
八
・
一
九
世
紀

の
開
拓
地
の
村
落
に
そ
の
名
務
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、

著
者
は
、
祉
を

「家
朝
に
よ
る
律
令
的
官
僚
制
度
に
基
づ
く
直
接
統
治
領
域
内

の
集
落
を
さ
す
政
治
的
概
念
」
と
規
定
し
、
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
名
僻
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
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著
者
の
統
計
庭
理
に
よ
れ
ば
、
紅
河
デ
ル
タ
に
お
け
る
祉
の
数
は
一
四
三
五

年
か
ら
一
四
九

0
年
代
に
三
割
も
減
少
し
、
一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
は
著

し
く
増
大
す
る
。
著
者
は
、
こ
の
繁
化
を
洪
徳
期
に
お
け
る
祉
の
行
政
村
へ
の

再
編
・
成
立
、
そ
し
て
其
の
後
の
洪
徳
期
以
前
へ
の
回
鋳
現
象
・
祉
の
自
然
村

落
化
と
解
穫
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
者
の
出
変
化
こ
そ
村
落
行
政
の
自
律
的
再

編
と
説
明
す
る
。
こ
の
寅
設
作
業
は
以
下
の
諸
章
に
展
開
さ
れ
る
。

ωベ
ト
ナ
ム
で
は
一
六
世
紀
以
来
、
莫
氏
に
よ
る
皇
位
築
奪
、
明
の
侵
略
、

清
華
・
父
安
に
接
黙
を
置
く
権
臣
鄭
氏
と
莫
氏
の
戟
い
が
起
こ
り
、
一
七
世
紀

か
ら
は
北
部
の
郷
氏
と
フ
エ
に
本
径
を
置
い
た
院
氏
の
二
百
年
以
上
に
わ
た
る

針
立
の
時
代
が
績
く
。
こ
の
時
代
の
中
央
権
力
の
衰
退
と
祉
の
自
律
性
強
化
は

す
で
に
酒
井
良
樹
に
よ
っ
て
「
祉
を
舞
憂
と
す
る
新
し
い
生
産
関
係
の
展
開
」
、

「〈公
団
共
同
鐙
の
統
制
者
た
ち
〉
に
よ
る
濁
自
の
支
配
陸
制
〈
の
〉
形
成
」

(
一
九
六
一
年
)
と
示
唆
さ
れ
、
ま
た
竹
田
龍
見
の
祉
官
の
任
命
を
め
ぐ
る
研

究
(
一
九
六
九
年
)
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
第
三
章
で
は
、
公

団
の
行
政
管
理
に
お
け
る
祉
の
自
主
権
擁
大
が
貧
註
さ
れ
る
。
一
八
世
紀
の
永

盛
均
回
例
(
郷
政
府
の
中
央
集
権
化
政
策
の
一
環
と
し
て
、
一
七
一
一
年
に
施

行
)
の
分
析
に
よ
っ
て
、
首
時
の
重
要
な
問
題
が
、
租
税
徴
枚
の
多
岐
化
に
よ

る
中
間
搾
取
層
の
愛
生
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

一
八
世
紀
の
祉
は
、
内
閣
子
目
2

i

s
・
と
総
社
志
向
阿
仰
に
分
け
ら
れ

た
。
内
掴
子
の
租
税
は
直
接
、
政
府
に
納
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
著
者
の
推
計

に
よ
れ
ば
嘗
時
の
了
税
・
夫
役
割
到
象
者
の
約
三
割
を
占
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
所

一
該
一
官
に
よ
っ
て
徴
牧
さ
れ
た
糠
祉
の
税
は
、
稼
の
受
給
者
(
功
績
の
あ
る
名

族
、
引
退
し
た
官
員
、
現
役
の
官
員
な
ど
)
に
配
分
さ
れ
た
が
、
鄭
政
府
の
成

立
に
よ
っ
て
官
員
の
数
が
増
大
し
、
中
央
権
力
の
経
済
基
盤
を
費
食
し
た
。
し

か
も
徴
税
官
・
所
該
官
・
下
級
官
吏
が
、
在
地
の
有
力
者
や
権
勢
家
と
結
託
し

て
不
法
徴
牧
を
お
こ
な
い
、
園
家
と
村
落
を
切
断
し
た
こ
と
か
ら
中
央
集
権
鐙

制
の
崩
壊
を
導
い
た
。

一
方
村
落
は
、
中
開
層
の
搾
取
に
抵
抗
し
、
彼
ら
と
封
立
す
る
園
家
か
ら
公

団
の
管
理
に
関
す
る
吐
共
同
値
の
自
主
権
を
奪
い
取
っ
た
。
具
鐙
例
を
血
争
げ
れ

ば
、
一
般
民
丁
の
公
団
分
配
の
順
位
に
「
郷
飲
坐
次
」
と
い
っ
た
村
落
内
秩
序

を
認
め
さ
せ
て
い
た
ほ
か
、
土
宅
と
呼
ば
れ
た
宅
地
園
園
の
菟
税
、
慣
習
法
に

基
づ
く
自
主
均
分
、
漏
外
国
(
田
簿
に
漏
れ
隠
占
さ
れ
た
田
)
の
管
理
様
、
支

給
業
務
に
お
け
る
社
長
の
役
割
強
化
な
ど
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

著
者
は
、
公
団
統
制
の
弛
緩
が
、
公
団
農
民
の
分
解
と
大
土
地
占
有
の
設
展

と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
見
通
し
て
い
る
(
第
四
一
軍
)
。
ま
ず
諸
史
料
の

検
討
か
ら
、
開
拓
地
の
増
加
に
加
え
て
公
団
の
典
賓
が
一
般
化
し
私
回
が
増
大

し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
従
来
は
非
課
税
で
あ
っ
た
私
田
が
課
税
の
封

象
と
さ
れ
た
の
は
、
一
七
二
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

公
団
農
民
の
流
散
に
叫
到
す
る
政
策
は
、
一
八
世
紀
の
諸
法
令
を
分
析
し
て
、

回
舗
の
奨
励
↓
遁
棄
国
土
の
残
留
者
に
よ
る
耕
作
占
有
の
奨
駒
↓
流
民
の
徴

兵
、
造
成
地
で
の
流
民
の
労
働
力
調
達
へ
と
襲
化
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。
王
族
・
在
地
有
力
者
に
よ
る
遺
棄
田
の
土
地
集
積
や
開
墾
に
よ
る
大

土
地
占
奪
も
増
大
し
、
そ
こ
で
は
園
家
の
統
制
外
の
農
民
が
労
働
力
を
搾
取
さ

れ
た
。
こ
う
し
て
公
団
理
念
は
私
的
占
有
の
設
展
に
よ
っ
て
大
き
く
後
退
す
る

撲
が
描
か
れ
る
。
「
自
律
的
な
村
落
自
治
陸
の
形
成
は
、
こ
う
し
た
流
民
群
の

不
断
の
切
り
捨
て
に
よ
っ
て
、
初
め
て
成
立
し
え
た
も
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
に

は
著
者
の
一
八
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
村
落
へ
の
濁
自
の
覗
勲
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

叫
法
制
面
か
ら
考
察
さ
れ
た
上
記
の
諸
問
題
が
、
第
五
・
六
・
七
章
で
は
別

の
視
角
か
ら
追
究
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
論
稿
は
本
書
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
興

味
深
い
。
著
者
は
、
二

O
世
紀
ま
で
の
北
部
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
人
口
増
加
率
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が
き
わ
め
て
低
い
推
移
を
示
す
の
は
、
飢
鐙
と
そ
れ
に
よ
る
農
民
の
流
民
化
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
し
、
年
代
記
や
諸
法
令
に
記
載
さ
れ
た
皐
魅
、
洪

水
、
高
潮
、
蟻
害
な
ど
の
災
害
記
録
を
抽
出
し
て
農
業
災
害
の
分
析
を
行
な
っ

て
い
る
(
第
五
章
〉
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
記
載
さ
れ
た
流
散
村
落
の

位
置
を
、
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
航
空
骨
局
員
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
五
首
円
分
の
一
地
形

薗
上
に
確
定
し
、
地
理
的
・
降
雨
僚
件
と
と
も
に
飢
鐙
の
護
生
を
考
察
す
る

(
第
七
章
〉
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
流
民
渓
生
は
、
五
月
稲
栽
培
(
一

O
I
一
一
一
月

に
苗
床
を
作
り
?
一
月
ま
で
に
移
植
、
六
月
に
牧
穫
)
の
行
な
わ
れ
る
、

ω北

部
山
地
に
接
す
る
扇
状
地
形
の
地
域
や
タ
ィ
ン
ホ
ア
・
ゲ
ア
ン
の
山
地
、

ωデ

ル
タ
後
背
源
地
地
域
や
タ
ィ
ン
ホ
ア
デ
ル
タ
低
地
と
、
一

O
月
稲
栽
培
A

雨
季

の
到
来
す
る
四
・
五
月
の
末
か
ら
八
月
に
耕
さ
れ
、
六
・
七
月
に
植
付
け
、

九
・
一

O
月
に
牧
穫
)
の
行
な
わ
れ
る
、

ωハ
ノ
イ
近
郊
の
後
背
浪
地
、
そ
し

て
帥
戦
略
的
な
重
要
性
を
も
っ
ハ
イ
ズ
オ
ン
地
域
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
こ

れ
に
た
い
し
て
、
デ
ル
タ
の
惇
統
的
稲
作
地
で
あ
る
自
然
堤
防
、
残
丘
、
沿
海

部
に
お
け
る
一

O
月
稲
栽
積
地
成
の
安
定
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
特
に
大
飢
僅
を

も
た
ら
す
早
魅
は
、
北
東
モ
ン
ス
ー
ン
の
僅
か
な
雨
量
と
南
西
モ
ン
ス
ー
ン
始

期
の
降
雨
に
依
援
す
る
デ
ル
タ
の
五
月
稲
生
産
と
山
地
寡
雨
地
帯
の
一

O
月
宿

生
産
を
襲
っ
た
。
後
者
は
と
り
わ
け
山
地
の
庄
国
的
開
拓
村
落
「
庄
」
に
多
設

し
た
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
一
八

O
五
年
の
山
南
下
銀
地
簿
か
ら
明
ら
か
と
な
る
南
定
省
三

O
村

落
の
具
値
的
な
土
地
所
有
関
係
の
分
析
(
第
六
章
〉
を
と
お
し
て
、

農
業
災
害

の
祉
舎
的
影
響
が
考
察
さ
れ
る
。
地
簿
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
こ
の
時
駄
で
も
各

村
落
の
公
団
比
率
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、
公
団
を
一
定
地
域
に
多
量
に
残

存
す
る
村
落
は
そ
の
後
背
地
域
に
私
回
を
分
布
さ
せ
て
い
た
。
私
田
の
規
模
も

多
様
で
、
複
数
の
地
片
を
集
積
す
る
有
力
な
土
地
占
有
が
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に

重
要
な
の
は
、
村
落
の
飛
地
が
他
村
落
内
に
康
範
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
キ
1
タ
イ

r
】
二
包
と
呼
ば
れ
る
公
国
飛
地
、
附
耕
(
フ
カ
ィ
ン
司
r
c

gロ
εと
呼
ば
れ
る
私
回
の
飛
地
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
寅
は
一
九

世
紀
初
頭
に
お
い
て
各
村
落
聞
に
ま
た
が
る
土
地
占
有
関
係
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
を
明
確
に
寅
誼
す
る
も
の
で
あ
り
、
均
質
的
な
公
団
農
民
に
よ
る
ベ
ト
ナ

ム
村
落
の
閉
鎖
孤
立
性
と
い
う
定
設
が
批
列
さ
れ
る
。

第
七
章
で
は
、
附
耕
回
の
存
在
す
る
地
理
的
位
置
が
、
皐
魁
の
影
響
を
受
け

て
流
散
村
落
の
多
愛
し
た
五
月
稲
地
婚
と
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
が
論
謹
さ
れ

る
。
農
民
の
遺
棄
国
土
で
は
残
留
・
周
塗
村
落
の
農
民
に
よ
る
耕
作
が
奨
働
さ

れ
た
。
「
:
:
:
農
業
篠
件
の
恵
ま
れ
た
村
も
し
く
は
村
内
農
民
が
、
飢
笹
を
契

機
に
下
層
の
農
民
を
無
限
に
切
り
捨
て
て
い
く
」
、
小
農
暦
を
基
盤
と
す
る
近

世
村
落
自
治
鐙
の
形
成
が
具
抽
底
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。

第
八
章
は
、
ベ
ト
ナ
ム
史
皐
院
の
グ
エ
ン
・
ド
ゥ
タ
・
ギ
γ
に
よ
る
四
論
文

を
紹
介
、
批
剣
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一

九
世
紀
初
頭
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
数
村
の
国
土
分
配
欣
況
の
餐
化
、
お
よ
び

郷
職
(
村
の
有
力
者
)
の
私
因
占
有
に
関
す
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
地
簿
の
分

析
に
基
づ
い
て
い
る
。
著
者
は
、
ギ
ン
が
小
土
地
占
有
者
を
「
濁
立
私
有
農

民
」
と
し
て
積
極
的
に
評
債
す
る
の
に
た
い
し
て
遺
棄
国
土
を
奪
取
さ
れ
た
無

数
の
零
細
無
産
農
民
群
の
存
在
を
捨
象
す
る
議
論
に
つ
な
が
る
と
警
戒
し
、
ま

た
ギ
ン
が
西
山
農
民
運
動
の
成
果
と
し
て
土
地
集
中
が
制
限
さ
れ
た
と
す
る
黙

を
政
治
意
識
が
先
行
し
す
ぎ
て
有
力
土
地
占
有
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
と
批

剣
し
て
い
る
。
そ
し
て
土
地
占
有
形
態
の
多
様
性
を
設
明
す
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
占
有
パ
タ
ー
ン
が
愛
展
段
階
に
態
じ
て
循
環
的
に
移
行
す
る
と
い
う
俵

設
を
提
示
し
て
い
る
。
歴
史
的
諮
関
係
・
地
形
的
差
・
公
団
の
存
在
な
ど
に
よ

-157ー
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っ
て
異
な
る
夜
展
段
階
に
あ
る
各
村
洛
が
、
先
述
の
ご
と
く
相
互
の
土
地
関
係

を
複
雑
化
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
占
有
形
態
は
さ
ら
に
多
様
な
も
の
と
な
っ

た
と
論
じ
ら
れ
る
。

郷
職
の
土
地
占
有
に
関
す
る
爾
者
の
見
解
に
は
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
大

枠
と
し
て
そ
れ
は
小
農
暦
に
出
自
し
、
彼
ら
の
村
落
支
配
は
経
済
よ
り
自
治
躍

の
「
威
勢
」
と
い
う
政
治
的
社
曾
的
権
威
に
よ
る
と
す
る
黙
で
一
致
し
て
い

る。

ω第
九
章
J
十
一
章
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
公
回
日
村
落
共
有

国
制
の
確
立
を
論
じ
て
い
る
。

ωで
の
地
簿
や
斬
新
な
方
法
に
よ
る
研
究
の
深

化
を
反
映
し
、
論
理
明
快
、

叙
述
は
的
確
で
完
成
さ
れ
て
い
る
。

西
山
農
民
運
動
を
押
え
て
一
九
世
紀
院
朝
を
ひ
ら
い
た
嘉
隆
需
は
、
一
八

O

四
年
に
均
田
例
を
公
布
し
た
。
均
田
例
原
文
と
み
ら
れ
る
史
料
を
用
い
て
、
ま

ず
著
者
は
そ
れ
が
前
代
の
諸
均
田
例
と
く
ら
べ
て
公
団
支
給
官
の
記
載
、
公

団
・
私
回
祉
の
匡
分
や
納
簿
規
定
、
土
宅
係
項
な
ど
も
無
く
き
わ
め
て
粗
雑
な

内
容
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、
公
団
の
存
在
が
寅
際
に
は
各
村
で
多
様

で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
そ
の
寅
殺
性
に
は
疑
問
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

公
団
の
官
員
・
軍
人
に
封
す
る
給
田
の
性
格
は
薄
れ
て
そ
の
管
理
は
村
落
の
自

主
に
委
ね
ら
れ
、
園
家
権
力
に
よ
る
公
団
統
制
は
完
全
に
鼠
域
し
て
い
る
こ
と

が
力
説
さ
れ
る
。
わ
ず
か
に
、
均
回
例
は
受
回
数
の
形
式
的
差
や
先
後
を
規
定

し
て
圏
家
秩
序
を
村
落
内
に
強
制
す
る
意
味
し
か
持
た
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

も
次
の
明
命
均
田
例
に
お
い
て
は
侠
落
す
る
。
一
八
三
九
年
に
は
官
員
に
濁
す

る
給
田
が
廃
止
さ
れ
、
村
内
の
官
員
の
権
威
は
在
地
的
威
勢
と
し
て
は
消
滅
し

園
家
の
強
制
な
く
し
て
は
存
在
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
、
著
者
は
推
察
す

る。
明
命
期
に
至
っ
て
も
権
力
の
側
に
よ
る
公
団
の
貧
態
把
短
は
な
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
公
団
曲
問
責
は
貧
質
上
歎
認
さ
れ
、
た
び
た
び
問
題
と
な
っ
た
漏
回
の
摘
設

や
枚
税
も
村
落
に
任
さ
れ
た
。
人
丁
数
は
増
加
し
た
も
の
の
兵
役
思
遊
が
多
く

設
生
し
、
園
家
は
兵
丁
確
保
の
責
任
を
村
落
に
委
ね
る
里
長
制
を
成
立
さ
せ

た
。
そ
の
結
果
、
か
え
っ
て
園
家
の
村
落
不
干
渉
、
「
お
よ
そ
一
郷
の
こ
と
は

こ
と
ご
と
く
も
っ
て
専
責
す
」
の
句
に
表
わ
さ
れ
る
種
制
が
不
動
の
も
の
と
な

っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
楠
民
地
期
公
団
制
の
原
型
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
し
て
い

る。
ベ
ト
ナ
ム
人
研
究
者
は
、
院
朝
極
田
制
(
公
団
の
一
部
を
兵
丁
に
給
回
す
る

兵
士
職
田
の
制
度
、
一
八

O
九
年
に
成
立
)
を
、
園
家
権
力
の
公
団
制
介
入
の

事
例
と
見
て
そ
の
反
動
性
を
批
剣
す
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
糧
田
制
に
類
似
す
る
も
の
に
禦
朝
時
代
の
男
兵
口
分
回
、

附
根
田
制
が
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
ら
の
衰
退
要
因
を
検
討
し
た
上
で
、
庇
朝
糧

田
制
は
嘉
隆
箪
図
維
持
の
た
め
に
新
兵
へ
の
給
輿
を
そ
の
出
身
村
落
の
負
鎗
に

肩
代
り
さ
せ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
察
朝
時
代
と
異
な
っ
て
村
落
共
有
田

の
枚
奪
に
抵
抗
す
る
在
地
の
農
民
麿
は
、
糧
田
制
を
「
村
落
の
主
盤
的
選
揮
請

負
制
に
繁
化
さ
せ
」
た
。
丘
(
役
思
避
は
村
落
を
掌
げ
て
の
集
園
意
志
で
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
村
落
は
徴
兵
の
犠
牲
者
に
自
主
的
に
法
令
以
上
の
給

付
を
輿
え
、
こ
れ
を
相
互
扶
助
理
念
に
基
づ
く
村
落
補
償
機
能
に
縛
化
さ
せ
た

と
著
者
は
論
ず
る
。
「
村
落
の
糧
田
制
」
は
、
行
論
の
村
落
の
自
律
性
強
化
、
公

団
の
村
落
共
有
国
化
の
流
れ
の
な
か
に
正
し
く
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

-158ー

〈
一
一
一
)

以
上
、
本
書
の
内
容
に
関
す
る
-
評
者
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
き
た
が
、
最
後

に
本
書
の
特
徴
と
評
者
の
疑
問
黙
に
鰯
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
評
者
は
本

書
が
第
一
級
の
ベ

ト
ナ
ム
史
研
究
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
そ
の
最
大
の
理
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由
は
、
本
書
に
示
さ
れ
た
一
八
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
社
舎
の
動
態
に
関
す
る
優
れ
た

分
析
に
よ
る
。
一
五

l
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
ベ
ト
ナ
ム
公
団
制
の
歴
史
の
大

枠
と
し
て
は
、
棲
井
氏
の
見
解
と
ヴ
l

・
ヴ
ァ
ン
・
ヒ
エ
ン
の
そ
れ
に
は
特
に

目
立
っ
た
差
異
は
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一
八
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
枇
舎

を
、
ベ
ト
ナ
ム
史
に
お
け
る
近
世
自
治
村
落
形
成
の
時
代
と
し
て
図
家
3
村
落

中
核
小
農
民
群
3
流
民
の
構
造
的
封
立
の
な
か
か
ら
と
ら
え
た
親
黙
は
重
要
で

あ
る
。
従
来
の
日
本
に
お
い
て
は
、
ベ
ト
ナ
ム
史
が
諸
王
朝
の
政
治
的
第
遷
や

中
園
と
の
関
係
を
中
心
に
叙
述
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
浮

か
べ
れ
ば
、
著
者
の
問
題
提
起
の
新
鮮
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

但
し
著
者
は
こ
の
三
極
構
造
を
察
朝
末
に
わ
き
お
こ
る
諸
反
飢
の
、
あ
る
い

は
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
支
配
を
許
し
た
祉
舎
経
済
的
背
景
で
あ
る
と
示

唆
し
た
が
、
本
書
で
は
そ
の
寅
詮
・
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
西
山
黛
の
反
鋭
、

反
併
蜂
起
の
解
明
に
こ
の
知
見
が
有
数
な
視
座
と
な
る
か
は
、
今
後
に
残
さ
れ

た
課
題
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
研
究
を
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
に
し
て
い
る
第
二
の
黙
は
、
著
者
の
分
析

方
法
の
斬
新
さ
に
あ
る
。
新
資
料
の
設
掘
・
漢
籍
史
料
の
縦
横
の
騒
使
は
言
う

に
及
ば
ず
、
東
洋
史
皐
の
停
統
的
方
法
の
う
え
に
航
空
潟
県
・
五
高
分
の
一
地

形
圏
、
気
象
皐
、
農
皐
、
統
計
皐
な
ど
の
方
法
を
積
極
的
に
臨
応
用
し
た
解
譲
は

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
中
央
権
力
の
編
纂
史
料
に
附
随
す
る
限
界
を
突
破
し
、

そ
れ
ら
を
よ
り
客
観
的
、
科
準
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
精
力
的
な
努

力
が
、
欧
米
や
ベ
ト
ナ
ム
の
研
究
が
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
多
く
の
褒
見
を

可
能
に
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
優
れ
た
著
者
の
歴
史
観
や
方
法
を
認
め
た
う
え
で
、
評
者
は
次
の

よ
う
な
疑
問
を
抱
い
た
。
ま
ず
そ
の
第
一
は
、
農
民
の
流
散
と
村
落
飛
地
の
現

象
が
自
然
的
諸
篠
件
だ
け
で
な
く
、
家
族
制
度
・
婚
姻
・
相
績
な
ど
の
祉
舎
的

分
析
や
小
規
模
な
地
域
経
済
圏
の
分
析
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
椅
激
化
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
一
五
世
紀
、

一
八
世
紀
、
一
九
世
紀
の
諸
史
料
に
あ
る
、
私
田
(
社

γ
公
司
(
社
)
、
内
園

子
・
藤
社
、
キ
l
タ
イ
・
フ
カ
ィ
ン
な
ど
の
個
別
の
寅
態
、
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ

の
歴
史
的
関
連
や
系
譜
に
つ
い
て
追
究
さ
れ
て
い
な
い
黙
に
不
満
が
残
っ
た
。

恐
ら
く
資
料
的
限
界
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
空
隙
を
埋
め
る
史

料
の
設
掘
・
解
穫
は
向
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
第
三
・
四
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
徴
税
官
の
私
的
権
力
の
抜
大
、
属

吏
・
在
地
の
権
勢
家
に
よ
る
大
土
地
所
有
の
増
大
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
園
家
は
彼
ら
の
不
正
を
直
接
告
設
す
る
こ
と
を
村
落
に

要
求
す
る
か
わ
り
に
村
落
秩
序
に
よ
る
公
団
管
理
を
承
認
し
た
と
す
る
が
、
園

家
と
村
落
中
核
農
民
群
、
そ
し
て
こ
こ
か
ら
析
出
さ
れ
る
流
民
の
三
極
構
闘
の

な
か
で
中
開
権
力
は
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
。
ベ
ト
ナ
ム
各
地
の
封
建
的

在
地
権
力
の
成
長
が
阻
ま
れ
た
要
因
は
、
公
田
制
の
枠
を
越
え
た
園
家
値
制
全

盛
の
な
か
で
再
度
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
述
べ
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
均
田
例
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ

き
か
、
今
一
っ
す
っ
き
り
し
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
農
民
社
舎
の
均
質
化
を
目

的
と
す
る
社
禽
的
側
面
、
官
員
の
俸
給
田
と
し
て
官
僚
制
維
持
を
目
的
と
す
る

政
治
的
側
面
、
園
家
の
徴
税
鐙
系
と
し
て
の
経
済
面
の
様
々
な
意
義
が
各
時
代

の
諸
局
面
で
カ
貼
を
異
な
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

勿
論
、
本
書
で
一
貫
し
て
追
究
さ
れ
た
の
は
、
均
回
例
の
繁
遜
を
と
お
し
て

園
家
の
田
と
し
て
出
愛
し
た
公
田
が
村
落
共
有
固
化
す
る
過
程
で
あ
る
。
著
者

の
本
来
的
狙
い
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
獲
得
さ
れ
る
村
落
の
側
の
「
力
量
」

「
結
合
力
L

の
形
成
に
あ
っ
た
。
そ
の
物
的
経
済
的
基
礎
の
解
明
は
重
要
で
あ

る
が
、
例
え
ば
そ
れ
は
、
村
落
の
組
織
構
造
や
祭
り
な
ど
を
通
し
て
最
も
具
鐙
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的
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
書
は
ベ
ト
ナ
ム
村
落
の
形
成
と
題
さ
れ
、
そ
の
封
象
地
域
を
北
部

ベ
ト
ナ
ム
の
デ
ル
タ
地
域
に
限
定
し
て
い
る
が
、

ベ
ト
ナ
ム
民
族
の
南
進
と
村

落
形
成
・
公
団
制
繁
賀
過
程
と
の
閲
に
関
係
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ベ
ト

ナ
ム

R-
は
、
中
部
沿
岸
地
得
の
チ
ャ
ム
人
や
北
西
部
の
ラ
オ
人
そ
の
他
の
周

逸
話
民
族
、
南
の
ク
メ
ー
ル
人
、
あ
る
い
は
中
園
人
と
の
関
係
な
し
に
論
じ
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
村
落
祉
舎
の
形
成
に
こ
う
し
た
多
民
族
的

視
貼
を
と
り
こ
む
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
て
今
目
的
な
課
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最

後
に
些
細
な
こ
と
で
あ
る
が
、
内
容
の
理
解
を
助
け
る
地
酒
も
し
く
は
鯨
名
、

地
名
を
示
す
闘
を
も
う
少
し
多
く
入
れ
て
ほ
し
か
っ
た
。

評
者
は
、
本
書
の
随
所
に
主
題
に
立
ち
向
か
う
著
者
の
気
迫
を
感
じ
、
積
極

的
な
仮
設
の
提
起
と
後
釜
の
往
復
作
業
に
皐
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
本
書
が

内
外
の
研
究
者
を
注
目
さ
せ
る
研
究
成
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
の
諸
地
域
の

共
同
盟
・
村
落
研
究
に
も
多
く
の
示
唆
を
奥
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
評
者
は

確
信
し
て
い
る
。
著
者
の
研
究
が
さ
ら
に
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

一
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八
七
年
東
京
創
文
武
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